
今後の人口予測
基本構想の人口展望を検証したところ、想定以上の人口減少が進んでいることが
分かりました。そこで、後期基本計画では、人口予測を更新しました。
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将来人口の年齢階層別推計結果

老年人口
（65歳以上）

○安心して出産できる環境整備
○独身男女の出会いや、結婚支援の取り組み
○親子の心と体の健やかな成長の見守り・育み
○地域ぐるみで子どもを育て、スポーツも含
めた学習機会の提供
○優れた文化とのふれあい、支え合いの地域
づくり
○強くやさしい子どもを育てるため、各分野
にわたる施策を連携して効果的に推進

 直結する施策 
 戦略のねらい 

 直結する施策 

力強く 心地よいまち
将来都市像

柏崎市第五次総合計画後期基本計画を決定

「子ども」と「産業」に重点を置いたまちづくりを進めます今後の人口予測と財政見通し

２つの重点戦略を定めた背景は、今後の人口予測や財政の見通しなどを検証したことによるものです。

まちづくりの最上位計画として、平成29（2017）年に「第五次総合計画基本構想」を策定し、前期基本計画を
令和3（2021）年度までとして、まちづくりに取り組んできました。　　
このたび、令和4（2022）年度から４年間の後期基本計画が決定しましたので、その概要をお知らせします。

子どもを取り巻く
環境の充実

重点戦略1重点戦略1

１ 基本構想における3つの戦略的   
な視点

２ 前期基本計画における４つの重点
戦略の課題

３ 市民アンケートによる重視すべ
き施策

４  時代背景の変化

人口減少・少子高齢化の
同時進行への対応

○デジタル技術の導入やデジタル人材の
育成による産業のＤＸ化を促進
○ものづくり産業の稼ぐ力の拡大や労働
生産性の向上、事業再構築に向けた取
り組みを強力に支援
○地域エネルギー会社主導による低炭素
エネルギーの供給拡大と、エネルギー
に関連した新たな事業の発掘
○地元企業の魅力を発信し、若者や女性
の就労支援と、起業・創業支援の充実

 戦略のねらい 

環境・エネルギー産業を
始めとする新たな産業の
育成や誘致を進めます。
強靭で持続可能な産業
構造を構築し、地域経済
の活性化と新たな雇用
や働き方の創出を図り、
生活基盤の安定化を目
指します。

子どもを真ん中に置いた
まちづくりを進め、将来
の柏崎を担う、ふるさと
柏崎を愛する子どもたち
を育みます。
さまざまな社会環境の下
で、生き抜く力を育む教
育を推進します。

きょうじん

２つの重点戦略に力を入れて取り組みます
　基本構想の最重要課題として掲げている「人口減少・少子高齢化の同時進行」への対応と、3つの戦略的な視
点（子どもたちがまちへの誇りと愛着を持つ・若い世代や女性から選ばれる・高齢者がいきいきと暮らす）
に加えて、前期基本計画の課題、市民アンケートの結果、近年の社会・経済・環境の状況を踏まえて、２つ
の重点戦略を設定し、特に力を入れて取り組みます。

重点戦略2重点戦略2

大変革期を乗り越える
産業イノベーションの推進
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分野別施策の基本方針
現況と課題を分野別に整理し、取り組みの方向性（施策の基本方針）をまとめています。
施策の体系は次の通りです。

『健やかな』心と体をはぐくむ

子どもを産み育てやすい『健やかな』環境をつくる

誰もが安心できる『健やかな』暮らしをつくる　

子どもや若者の『たくましさ』をはぐくむ

学びを通じて地域の『たくましさ』をはぐくむ

スポーツを通じた『たくましさ』をはぐくむ

平和と人権を尊重する心をはぐくむ

持続可能な市民力と地域力をはぐくむ

持続可能な行政力をはぐくむ

歴史や文化の息づく『柏崎らしさ』をつくる

『柏崎らしい』個性をはぐくむ

大学を活かし『柏崎らしさ』をはぐくむ

現在、市ホームページ・冊子・概要説明のリーフレットを作成中です。
広く皆さんにお知らせし、着実な計画の実行に取り組みます。

問企画政策課　☎21・2321　℻22・5904

産業・雇用

● 雇用環境や就労機会を充実させる
● 起業・創業を支援する
● 企業誘致を進める

● 商業の魅力を高める
● 農林水産業の持続性を高める
● 産業の創造性と技術力を高める
● 地域資源の活用により観光産業を強化する

教育・スポーツ

● 知徳体のバランスの取れた教育を進める
● 地域の人・もの・資源を活かして若者を
    育てる
● 教育環境を充実させる

● 学びの機会を充実させる
● 家庭・地域の教育力を高め、共助社会を
　 形成する

● スポーツによる地域づくりや生きがい
    づくりを進める
● 全国や世界に通用する競技者を育てる

魅力・文化

● 柏崎の魅力を高め、良さを伝える
● 多文化共生を進める

● 地（知）の拠点を活かした取組を進める

● 歴史・文化を保全・活用し、継承する
● 市民の主体的な文化活動を支援する

自治経営

● 平和に関する意識啓発を進める
● 人権を尊重した社会づくりを進める

● 市民力が発揮できる環境を充実させる
● 地域力が発揮できる環境を充実させる

● 自治機能を強化する
● 健全な財政を堅持する
● 公共施設を総合的かつ計画的に管理・
　 運営する

健康・福祉

● 心と体の健康づくりを進める
● 安心できる医療体制を堅持する

● 結婚や出産を望む人の希望をかなえる
● 安心して子育てができる環境を充実させる

● 支え合いの地域づくりを進める
● 高齢者が安心して暮らせる環境を充実させる
● 障がいがあっても、自分らしく暮らせる環境
    を充実させる

計画の詳細は4月以降、市HPまたはリーフレットでご確認ください

財政の見通し
堅実で積極的な財源の確保と活用、計画的かつ効果的な予算の執行により、柏崎の未来を切り拓く
投資と財政運営を行います。

地区別の将来人口予測
将来人口について、地区別の予測も行いました。
人口が減少するという現実を真摯に受け止め、皆さんの生活環境の快適
さをできるだけ維持しながら、将来的に居住地や公共施設の集約化を図
ります｡

しんし

地区別の将来人口の予測（現状推移型の場合）

注）令和2（2020）年以降が予測値。予測値が100未満となる場合「－」とし、合計値は省略。
     令和7（2025）年以降は、後期基本計画の計画期間と同じ4年刻み｡

平成27
（2015）年

令和2
（2020）年

令和7
（2025）年

令和11
（2029）年

令和15
（2033）年

  令和19
（2037）年

令和23
（2041）年

令和27
（2045）年

令和31
（2049）年

①旧柏崎地区 40,484 39,129 37,878 36,809 35,705 34,525 33,306 31,760 30,059
②郊外地区 28,759 27,070 25,702 24,564 23,405 22,203 20,981 19,568 18,079
③西部地区 1,131 1,004 778 597 416 237 － － －

－ － －
－ －

－
④中通地区
⑤北条地区
⑥北部地区
⑦上条・黒姫地区
⑧鯖石・高柳地区
全市 86,833 81,851 76,533

1,444 1,374 1,221 972 847 722 593 466

（単位：人）

1,097
2,932 2,567 2,128 1,422 1,070 722 3761,774
5,945 5,510 4,792 3,631 3,048 2,469 1,880 1,3054,212
1,977 1,633 1,261 667 372963
4,161 3,564 2,773 1,507 879 2602,139

72,155 67,725 63,181

年度）
14,607,628

6,269,620

2,130,040

8,491,632

区 分 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度 令和6（2024）年度 令和7（2025）年度

 

市税 14,870,158 14,855,407 14,628,310

地方交付税 6,163,118 6,263,186 6,329,613

電源立地地域対策
交付金 1,827,419 1,927,419 2,027,419

国・県支出金 9,312,447 9,041,083 9,377,695

繰入金､市債､その他

歳入合計 46,942,409 45,827,055 46,980,192 44,141,801

14,769,267 13,739,960 14,617,155 12,642,881

義務的経費 17,857,682 17,635,576 17,916,696 17,734,019

投資的経費 7,041,291 5,378,278 7,180,281 4,750,668

その他 22,043,436 22,813,201 21,883,215 21,657,114

歳出合計 46,942,409 45,827,055 46,980,192 44,141,801

注1）歳入「その他」は、地方譲与税、各種交付金、分担金および負担金、使用料および手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入を含む。
注2）歳出「その他」は、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資および出資金、貸付金、繰出金を含む｡

歳
入

歳
出

財政見通し

①旧柏崎地区

③西部地区

⑤北条地区

④中通地区

⑥北部地区

⑧鯖石・高柳地区

②郊外地区

⑦上条・黒姫地区

米山

上米山 上条

高田
田尻

北鯖石
西中通

荒浜

高浜 西山町

黒姫
南鯖石

高柳町

中鯖石

防災・生活・環境

● 原子力発電所の安全性向上を追求する
● 自然災害に備えた対策を進める
● 防災や危機管理機能を高める

● 持続可能な公共交通ネットワークを構築する
● 生活に身近な安全を確保する
● 良好な生活を支える環境を守る

● 社会基盤を機能的に整備する
● 安全な道路網を確保する

● 地球温暖化対策を進める
● 資源循環型社会を実現する
● 美しい自然を守る

（単位：千円）

市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる 

快適な生活環境を支える『頼もしさ』をつくる

社会基盤の整備による『頼もしさ』をつくる

豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる

『豊かな』暮らしを支える多様な働く場をつくる

『豊かな』産業を活かし稼ぐ力をはぐくむ
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● 知徳体のバランスの取れた教育を進める
● 地域の人・もの・資源を活かして若者を
    育てる
● 教育環境を充実させる

● 学びの機会を充実させる
● 家庭・地域の教育力を高め、共助社会を
　 形成する

● スポーツによる地域づくりや生きがい
    づくりを進める
● 全国や世界に通用する競技者を育てる

魅力・文化

● 柏崎の魅力を高め、良さを伝える
● 多文化共生を進める

● 地（知）の拠点を活かした取組を進める

● 歴史・文化を保全・活用し、継承する
● 市民の主体的な文化活動を支援する

自治経営

● 平和に関する意識啓発を進める
● 人権を尊重した社会づくりを進める

● 市民力が発揮できる環境を充実させる
● 地域力が発揮できる環境を充実させる

● 自治機能を強化する
● 健全な財政を堅持する
● 公共施設を総合的かつ計画的に管理・
　 運営する

健康・福祉

● 心と体の健康づくりを進める
● 安心できる医療体制を堅持する

● 結婚や出産を望む人の希望をかなえる
● 安心して子育てができる環境を充実させる

● 支え合いの地域づくりを進める
● 高齢者が安心して暮らせる環境を充実させる
● 障がいがあっても、自分らしく暮らせる環境
    を充実させる

計画の詳細は4月以降、市HPまたはリーフレットでご確認ください

財政の見通し
堅実で積極的な財源の確保と活用、計画的かつ効果的な予算の執行により、柏崎の未来を切り拓く
投資と財政運営を行います。

地区別の将来人口予測
将来人口について、地区別の予測も行いました。
人口が減少するという現実を真摯に受け止め、皆さんの生活環境の快適
さをできるだけ維持しながら、将来的に居住地や公共施設の集約化を図
ります｡

しんし

地区別の将来人口の予測（現状推移型の場合）

注）令和2（2020）年以降が予測値。予測値が100未満となる場合「－」とし、合計値は省略。
     令和7（2025）年以降は、後期基本計画の計画期間と同じ4年刻み｡

平成27
（2015）年

令和2
（2020）年

令和7
（2025）年

令和11
（2029）年

令和15
（2033）年

  令和19
（2037）年

令和23
（2041）年

令和27
（2045）年

令和31
（2049）年

①旧柏崎地区 40,484 39,129 37,878 36,809 35,705 34,525 33,306 31,760 30,059
②郊外地区 28,759 27,070 25,702 24,564 23,405 22,203 20,981 19,568 18,079
③西部地区 1,131 1,004 778 597 416 237 － － －

－ － －
－ －

－
④中通地区
⑤北条地区
⑥北部地区
⑦上条・黒姫地区
⑧鯖石・高柳地区
全市 86,833 81,851 76,533

1,444 1,374 1,221 972 847 722 593 466

（単位：人）

1,097
2,932 2,567 2,128 1,422 1,070 722 3761,774
5,945 5,510 4,792 3,631 3,048 2,469 1,880 1,3054,212
1,977 1,633 1,261 667 372963
4,161 3,564 2,773 1,507 879 2602,139

72,155 67,725 63,181

年度）
14,607,628

6,269,620

2,130,040

8,491,632

区 分 令和4（2022）年度 令和5（2023）年度 令和6（2024）年度 令和7（2025）年度

 

市税 14,870,158 14,855,407 14,628,310

地方交付税 6,163,118 6,263,186 6,329,613

電源立地地域対策
交付金 1,827,419 1,927,419 2,027,419

国・県支出金 9,312,447 9,041,083 9,377,695

繰入金､市債､その他

歳入合計 46,942,409 45,827,055 46,980,192 44,141,801

14,769,267 13,739,960 14,617,155 12,642,881

義務的経費 17,857,682 17,635,576 17,916,696 17,734,019

投資的経費 7,041,291 5,378,278 7,180,281 4,750,668

その他 22,043,436 22,813,201 21,883,215 21,657,114

歳出合計 46,942,409 45,827,055 46,980,192 44,141,801

注1）歳入「その他」は、地方譲与税、各種交付金、分担金および負担金、使用料および手数料、財産収入、寄附金、繰越金、諸収入を含む。
注2）歳出「その他」は、物件費、維持補修費、補助費等、積立金、投資および出資金、貸付金、繰出金を含む｡

歳
入

歳
出

財政見通し

①旧柏崎地区

③西部地区

⑤北条地区

④中通地区

⑥北部地区

⑧鯖石・高柳地区

②郊外地区

⑦上条・黒姫地区

米山

上米山 上条

高田
田尻

北鯖石
西中通

荒浜

高浜 西山町

黒姫
南鯖石

高柳町

中鯖石

防災・生活・環境

● 原子力発電所の安全性向上を追求する
● 自然災害に備えた対策を進める
● 防災や危機管理機能を高める

● 持続可能な公共交通ネットワークを構築する
● 生活に身近な安全を確保する
● 良好な生活を支える環境を守る

● 社会基盤を機能的に整備する
● 安全な道路網を確保する

● 地球温暖化対策を進める
● 資源循環型社会を実現する
● 美しい自然を守る

（単位：千円）

市民の生活を守る『頼もしさ』をつくる 

快適な生活環境を支える『頼もしさ』をつくる

社会基盤の整備による『頼もしさ』をつくる

豊かな環境を守る『頼もしさ』をつくる

『豊かな』暮らしを支える多様な働く場をつくる

『豊かな』産業を活かし稼ぐ力をはぐくむ
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▼各地区の申告相談日程
地区

第一中学校区
第二中学校区
第三中学校区
鏡が沖中学校区
瑞穂中学校区
松浜中学校区
南中学校区
東中学校区
第五中学校区
※高柳地区を除く。

北条中学校区

相談日
3/3 ㈭～ 4㈮・7㈪～ 9㈬
3/10 ㈭～ 11㈮・14㈪～ 15㈫
2/16 ㈬～ 18㈮・21㈪～ 22㈫
3/10 ㈭～ 11㈮・14㈪～ 15㈫
3/3 ㈭～ 4㈮・7㈪～ 9㈬
3/3 ㈭～ 4㈮・7㈪～ 9㈬
2/16 ㈬～ 18㈮・21㈪～ 22㈫
2/24 ㈭～ 25㈮・28㈪～ 3/2 ㈬

2/24 ㈭～ 25㈮・28㈪～ 3/2 ㈬

2/24 ㈭～ 25㈮・28㈪～ 3/2 ㈬

市役所 1階
多目的室

高柳町事務所
3階大会議室
9：30～ 15：00
※14 ㈪は
12：00まで。

西山町いきいき館
1階いきいきホール
9：30～ 15：30

ところ・受付時間 地区 相談日 ところ・受付時間

9：00 ～ 16：00
※土・日曜、
祝日を除く。

市
・
県
民
税
の
申
告
を
忘
れ
る
と
、
正
し
い
課

税
が
行
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得
の
証
明
書
が

発
行
で
き
な
か
っ
た
り
、
後
日
、
催
告
や
調

査
、
税
額
の
変
更
が
必
要
と
な
っ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ

う
。

問
税
務
課

　
☎
21
・
２
２
４
７
　
℻
22
・
５
９
０
３

❶
申
告
が
必
要
な
方

　
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
原
則
、
市
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
く
て
よ
い
方
で

※学校区は市ホームページで確認できます。

医療費控除
医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使
用証明書・ストマ用装具使用証明書など、医
療費に補てんのあった保険金などの資料

領収書
控除証明書、領収書

寄附金控除
社会保険料控除

セルフメディケーション税制の明細書

生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除
勤労学生控除
扶養・配偶者（特別）控除

支払額証明書

障害者手帳・障害者控除認定書
在学証明書・学生証

セルフメディケーション
税制

扶養している方の所得が分かる書類（源泉徴収票）

市・県民税の申告の申告期間は2/16㈬～3/15㈫です

も
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
（
例
：
収
入
が
な
く
、
柏
崎

市
内
の
親
族
の
税
法
上
扶
養
控
除
あ
る
い

は
配
偶
者
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

場
合
な
ど
）
。

❷
申
告
が
不
要
の
方

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方
は
申

告
不
要
で
す
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

●
無
収
入
の
方
の
う
ち
、
市
内
居
住
者
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
方

※

国
民
健
康
保
険
加
入
者
・
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
・
就
学
援
助
者
・
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請
者
・
所
得
証
明
書
な

ど
が
必
要
な
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
中
の
収
入
が

給
与
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
市
へ
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

※

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

た
方
、
年
末
調
整
以
外
の
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
中
の
収
入
が

公
的
年
金
の
み
で
、
支
払
者
か
ら
市
へ

公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
方

※

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
各

種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
、
公
的

年
金
な
ど
以
外
の
所
得
が
あ
る
方
は
申

告
が
必
要
で
す
。

❸
申
告
に
必
要
な
も
の

①
本
人
確
認
資
料

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
る
方
＝
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
み

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
方
＝
番

号
確
認
書
類
、
身
元
確
認
書
類

♦
番
号
確
認
書
類…

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
（
令
和
２
（
２
０
２
０
）
年
５

月
25
日
以
降
、
氏
名
や
住
所
な
ど
に
変

更
が
な
い
も
の
に
限
る
）
や
個
人
番
号

の
記
載
が
あ
る
住
民
票
な
ど

♦
身
元
確
認
書
類…

運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
証
な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

②
本
人
名
義
の
通
帳

③
申
告
書

※

市
役
所
２
階
税
務
課
・
高
柳
町
事
務

所
・
西
山
町
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

④
所
得
や
収
入
を
証
明
す
る
も
の

♦
給
与
所
得
…
源
泉
徴
収
票
の
原
本

♦
公
的
年
金
な
ど
…
源
泉
徴
収
票
の
原
本

　
♦
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得…

収
入
金

額
と
必
要
経
費
が
確
認
で
き
る
も
の

（
収
支
内
訳
書
、
帳
簿
な
ど
）

　
♦
そ
の
他…

収
入
金
額
と
必
要
経
費
が
確

認
で
き
る
も
の
（
支
払
調
書
な
ど
）

⑤
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
も
の

（
下
表
）

❹
申
告
の
受
け
付
け
・
相
談

市
・
県
民
税
の
申
告
の
他
、
所
得
税
の

確
定
申
告
も
一
部
、
市
役
所
で
受
け
付
け
ま

す
。
た
だ
し
、
次
に
当
て
は
ま
る
方
は
、
柏

崎
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
青
色
申
告

●
譲
渡
所
得
が
あ
る

●
損
失
や
繰
越
損
失
が
あ
る

●
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
が
あ
る

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め
て
受
け
る

●
外
国
税
額
控
除
が
あ
る

●
退
職
所
得
が
あ
る

●
雑
損
控
除
・
雑
損
繰
越
が
あ
る

❻
受
け
付
け
・
相
談
時
間
の
短
縮

に
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得
が
あ
る
方

は
、
収
入
と
必
要
経
費
を
計
算
し
、
収
支

内
訳
書
を
作
成
の
上
、
お
持
ち
く
だ
さ
い

●
医
療
費
控
除
や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
を
受
け
る
方
は
、
１
年
間

に
支
払
っ
た
医
療
費
の
合
計
額
を
計
算

し
「
医
療
費
控
除
（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）
明
細
書
」
を
作
成

の
上
、
お
持
ち
く
だ
さ
い

■
医
療
費
控
除
明
細
書
の
作
成
を

　
お
手
伝
い
し
ま
す

　
ご
自
身
で
明
細
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
難

し
い
方
は
、
２
月
14
日
㈪
ま
で
に
、
市
役
所

２
階
５
番
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
（
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
受
け
付
け
）
。

❼
申
告
書
の
提
出
方
法

　
申
告
書
は
、
必
要
な
証
明
書
を
添
付
し
て
、

市
役
所
ロ
ビ
ー
・
高
柳
町
事
務
所
・
西
山
町
事

務
所
に
設
置
す
る
申
告
書
投
函
箱
へ
投
函
し
て

く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合
は
税
務
課
（
〒
９
４

５―

８
５
１
１
日
石
町
２―

１
）
へ
。

●
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
確
定
申
告
を
す
る

●
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入

し
た

●
昨
年
以
前
の
確
定
申
告
を
す
る

❺
お
住
ま
い
の
地
区
ご
と
に

　申
告
相
談
が
で
き
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
お
住
ま
い
の
地
区
ご
と
に
相
談
で
き
る
日
を

設
け
ま
す
。
税
の
申
告
相
談
は
、
各
地
区
の
相
談

日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
市
役
所
会
場
の
混
雑
を

回
避
す
る
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す

　
市
役
所
会
場
は
入
場
整
理
券
を
配
布
し
、
入
場

制
限
を
行
い
ま
す
。
入
場
整
理
券
は
、
当
日
の
午

前
８
時
40
分
か
ら
配
布
し
ま
す
。

■
お
願
い

●
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
別
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い

●
会
場
に
は
、
必
要
最
小
限
の
人
数
で
お
越
し
く

だ
さ
い

●
受
付
開
始
直
後
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
時
間
を

ず
ら
し
て
来
場
し
て
く
だ
さ
い

●
発
熱
・
咳
な
ど
、
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
来

場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
会
場
内
で
は
マ
ス
ク

の
着
用
、
手
指
の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す

●
市
・
県
民
税
申
告
書
の
郵
送
で
の
提
出
に
ご
協

力
く
だ
さ
い

高柳地区

西山地区

3/2 ㈬・
9㈬・14㈪

2/22 ㈫・
3/1 ㈫・8㈫・
15㈫

障
害
者
控
除
認
定
書
・

お
む
つ
使
用
確
認
書
を
発
行
し
ま
す

▼
申
請
方
法…
本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

は
、
手
続
き
に
必
要
な
物
を
持
参
し
、
市

役
所
１
階
介
護
高
齢
課
（
９
番
窓
口
）・

西
山
町
事
務
所
へ
。

問
介
護
高
齢
課
　

　
☎
43
・
９
１
３
７
　
℻
21
・
４
７
０
０

❶
障
害
者
控
除
認
定
書

▼
対
象…

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
う
ち
、

要
介
護
１
以
上
で
、
障
が
い
者
に
準
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
方

▼
手
続
き
に
必
要
な
物…

申
請
者
の
身
分

証
明
書
、
対
象
者
の
介
護
保
険
証

※

本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
非
課
税
で
申
告

の
必
要
が
な
い
方
は
、
認
定
書
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

❷
お
む
つ
使
用
確
認
書

▼
内
容…

寝
た
き
り
の
方
の
お
む
つ
代

は
、
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
最
初
の
年
は
、
医
師
が
発
行

す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で

す
が
、
２
年
目
以
降
は
、
市
が
そ
の
証
明

に
代
わ
る
確
認
書
を
発
行
し
ま
す
。

▼
対
象…

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
て
、
お
む
つ
代
で
医
療
費
控
除
の

手
続
き
が
２
年
目
以
降
の
方

※西山地区は火曜が相談日です。昨年と異なります
　のでご注意ください。

市
・
県
民
税
の

申
告
期
間
は
、

２
月
16
日
㈬
〜

　
３
月
15
日
㈫
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▼各地区の申告相談日程
地区

第一中学校区
第二中学校区
第三中学校区
鏡が沖中学校区
瑞穂中学校区
松浜中学校区
南中学校区
東中学校区
第五中学校区
※高柳地区を除く。

北条中学校区

相談日
3/3 ㈭～ 4㈮・7㈪～ 9㈬
3/10 ㈭～ 11㈮・14㈪～ 15㈫
2/16 ㈬～ 18㈮・21㈪～ 22㈫
3/10 ㈭～ 11㈮・14㈪～ 15㈫
3/3 ㈭～ 4㈮・7㈪～ 9㈬
3/3 ㈭～ 4㈮・7㈪～ 9㈬
2/16 ㈬～ 18㈮・21㈪～ 22㈫
2/24 ㈭～ 25㈮・28㈪～ 3/2 ㈬

2/24 ㈭～ 25㈮・28㈪～ 3/2 ㈬

2/24 ㈭～ 25㈮・28㈪～ 3/2 ㈬

市役所 1階
多目的室

高柳町事務所
3階大会議室
9：30～ 15：00
※14 ㈪は
12：00まで。

西山町いきいき館
1階いきいきホール
9：30～ 15：30

ところ・受付時間 地区 相談日 ところ・受付時間

9：00 ～ 16：00
※土・日曜、
祝日を除く。

市
・
県
民
税
の
申
告
を
忘
れ
る
と
、
正
し
い
課

税
が
行
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
所
得
の
証
明
書
が

発
行
で
き
な
か
っ
た
り
、
後
日
、
催
告
や
調

査
、
税
額
の
変
更
が
必
要
と
な
っ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま
し
ょ

う
。

問
税
務
課

　
☎
21
・
２
２
４
７
　
℻
22
・
５
９
０
３

❶
申
告
が
必
要
な
方

　
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
住
所
が
あ
る
方
は
、
原
則
、
市
・
県
民

税
の
申
告
が
必
要
で
す
。

※

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
く
て
よ
い
方
で

※学校区は市ホームページで確認できます。

医療費控除
医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使
用証明書・ストマ用装具使用証明書など、医
療費に補てんのあった保険金などの資料

領収書
控除証明書、領収書

寄附金控除
社会保険料控除

セルフメディケーション税制の明細書

生命保険料控除
地震保険料控除
障害者控除
勤労学生控除
扶養・配偶者（特別）控除

支払額証明書

障害者手帳・障害者控除認定書
在学証明書・学生証

セルフメディケーション
税制

扶養している方の所得が分かる書類（源泉徴収票）

市・県民税の申告の申告期間は2/16㈬～3/15㈫です

も
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
（
例
：
収
入
が
な
く
、
柏
崎

市
内
の
親
族
の
税
法
上
扶
養
控
除
あ
る
い

は
配
偶
者
控
除
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い

場
合
な
ど
）
。

❷
申
告
が
不
要
の
方

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方
は
申

告
不
要
で
す
。

●
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

●
無
収
入
の
方
の
う
ち
、
市
内
居
住
者
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
方

※

国
民
健
康
保
険
加
入
者
・
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
・
就
学
援
助
者
・
国
民
年
金

保
険
料
免
除
申
請
者
・
所
得
証
明
書
な

ど
が
必
要
な
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
中
の
収
入
が

給
与
の
み
で
、
勤
務
先
か
ら
市
へ
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

※

２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け

た
方
、
年
末
調
整
以
外
の
控
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

●
令
和
３
（
２
０
２
１
）
年
中
の
収
入
が

公
的
年
金
の
み
で
、
支
払
者
か
ら
市
へ

公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
方

※

源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
各

種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
、
公
的

年
金
な
ど
以
外
の
所
得
が
あ
る
方
は
申

告
が
必
要
で
す
。

❸
申
告
に
必
要
な
も
の

①
本
人
確
認
資
料

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
あ
る
方
＝
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
み

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
な
い
方
＝
番

号
確
認
書
類
、
身
元
確
認
書
類

♦
番
号
確
認
書
類…

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知

カ
ー
ド
（
令
和
２
（
２
０
２
０
）
年
５

月
25
日
以
降
、
氏
名
や
住
所
な
ど
に
変

更
が
な
い
も
の
に
限
る
）
や
個
人
番
号

の
記
載
が
あ
る
住
民
票
な
ど

♦
身
元
確
認
書
類…

運
転
免
許
証
、
健
康

保
険
証
な
ど
の
う
ち
い
ず
れ
か
一
つ

②
本
人
名
義
の
通
帳

③
申
告
書

※

市
役
所
２
階
税
務
課
・
高
柳
町
事
務

所
・
西
山
町
事
務
所
に
あ
り
ま
す
。

④
所
得
や
収
入
を
証
明
す
る
も
の

♦
給
与
所
得
…
源
泉
徴
収
票
の
原
本

♦
公
的
年
金
な
ど
…
源
泉
徴
収
票
の
原
本

　
♦
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得…

収
入
金

額
と
必
要
経
費
が
確
認
で
き
る
も
の

（
収
支
内
訳
書
、
帳
簿
な
ど
）

　
♦
そ
の
他…

収
入
金
額
と
必
要
経
費
が
確

認
で
き
る
も
の
（
支
払
調
書
な
ど
）

⑤
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
も
の

（
下
表
）

❹
申
告
の
受
け
付
け
・
相
談

市
・
県
民
税
の
申
告
の
他
、
所
得
税
の

確
定
申
告
も
一
部
、
市
役
所
で
受
け
付
け
ま

す
。
た
だ
し
、
次
に
当
て
は
ま
る
方
は
、
柏

崎
税
務
署
で
確
定
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
青
色
申
告

●
譲
渡
所
得
が
あ
る

●
損
失
や
繰
越
損
失
が
あ
る

●
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
が
あ
る

●
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
初
め
て
受
け
る

●
外
国
税
額
控
除
が
あ
る

●
退
職
所
得
が
あ
る

●
雑
損
控
除
・
雑
損
繰
越
が
あ
る

❻
受
け
付
け
・
相
談
時
間
の
短
縮

に
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
！

●
営
業
・
農
業
・
不
動
産
の
所
得
が
あ
る
方

は
、
収
入
と
必
要
経
費
を
計
算
し
、
収
支

内
訳
書
を
作
成
の
上
、
お
持
ち
く
だ
さ
い

●
医
療
費
控
除
や
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー

シ
ョ
ン
税
制
を
受
け
る
方
は
、
１
年
間

に
支
払
っ
た
医
療
費
の
合
計
額
を
計
算

し
「
医
療
費
控
除
（
セ
ル
フ
メ
デ
ィ

ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
）
明
細
書
」
を
作
成

の
上
、
お
持
ち
く
だ
さ
い

■
医
療
費
控
除
明
細
書
の
作
成
を

　
お
手
伝
い
し
ま
す

　
ご
自
身
で
明
細
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
難

し
い
方
は
、
２
月
14
日
㈪
ま
で
に
、
市
役
所

２
階
５
番
窓
口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
（
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
受
け
付
け
）
。

❼
申
告
書
の
提
出
方
法

　
申
告
書
は
、
必
要
な
証
明
書
を
添
付
し
て
、

市
役
所
ロ
ビ
ー
・
高
柳
町
事
務
所
・
西
山
町
事

務
所
に
設
置
す
る
申
告
書
投
函
箱
へ
投
函
し
て

く
だ
さ
い
。
郵
送
の
場
合
は
税
務
課
（
〒
９
４

５―
８
５
１
１
日
石
町
２―

１
）
へ
。

●
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
確
定
申
告
を
す
る

●
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入

し
た

●
昨
年
以
前
の
確
定
申
告
を
す
る

❺
お
住
ま
い
の
地
区
ご
と
に

　申
告
相
談
が
で
き
ま
す

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た

め
、
お
住
ま
い
の
地
区
ご
と
に
相
談
で
き
る
日
を

設
け
ま
す
。
税
の
申
告
相
談
は
、
各
地
区
の
相
談

日
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
市
役
所
会
場
の
混
雑
を

回
避
す
る
た
め
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
入
場
整
理
券
を
配
布
し
ま
す

　
市
役
所
会
場
は
入
場
整
理
券
を
配
布
し
、
入
場

制
限
を
行
い
ま
す
。
入
場
整
理
券
は
、
当
日
の
午

前
８
時
40
分
か
ら
配
布
し
ま
す
。

■
お
願
い

●
都
合
が
悪
い
場
合
は
、
別
日
に
お
越
し
く
だ
さ
い

●
会
場
に
は
、
必
要
最
小
限
の
人
数
で
お
越
し
く

だ
さ
い

●
受
付
開
始
直
後
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。
時
間
を

ず
ら
し
て
来
場
し
て
く
だ
さ
い

●
発
熱
・
咳
な
ど
、
体
調
の
す
ぐ
れ
な
い
方
は
来

場
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。
会
場
内
で
は
マ
ス
ク

の
着
用
、
手
指
の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す

●
市
・
県
民
税
申
告
書
の
郵
送
で
の
提
出
に
ご
協

力
く
だ
さ
い

高柳地区

西山地区

3/2 ㈬・
9㈬・14㈪

2/22 ㈫・
3/1 ㈫・8㈫・
15㈫

障
害
者
控
除
認
定
書
・

お
む
つ
使
用
確
認
書
を
発
行
し
ま
す

▼
申
請
方
法…

本
人
ま
た
は
そ
の
家
族

は
、
手
続
き
に
必
要
な
物
を
持
参
し
、
市

役
所
１
階
介
護
高
齢
課
（
９
番
窓
口
）・

西
山
町
事
務
所
へ
。

問
介
護
高
齢
課
　

　
☎
43
・
９
１
３
７
　
℻
21
・
４
７
０
０

❶
障
害
者
控
除
認
定
書

▼
対
象…

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
う
ち
、

要
介
護
１
以
上
で
、
障
が
い
者
に
準
ず
る

と
認
め
ら
れ
る
方

▼
手
続
き
に
必
要
な
物…

申
請
者
の
身
分

証
明
書
、
対
象
者
の
介
護
保
険
証

※

本
人
ま
た
は
扶
養
者
が
非
課
税
で
申
告

の
必
要
が
な
い
方
は
、
認
定
書
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

❷
お
む
つ
使
用
確
認
書

▼
内
容…

寝
た
き
り
の
方
の
お
む
つ
代

は
、
医
療
費
控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
最
初
の
年
は
、
医
師
が
発
行

す
る
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必
要
で

す
が
、
２
年
目
以
降
は
、
市
が
そ
の
証
明

に
代
わ
る
確
認
書
を
発
行
し
ま
す
。

▼
対
象…

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
て
、
お
む
つ
代
で
医
療
費
控
除
の

手
続
き
が
２
年
目
以
降
の
方

※西山地区は火曜が相談日です。昨年と異なります
　のでご注意ください。

市
・
県
民
税
の

申
告
期
間
は
、

２
月
16
日
㈬
〜

　
３
月
15
日
㈫
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問教育総務課　☎21・2360　℻23・0881

小・中学校の再編方針をお示しします
　―市立小・中学校適正規模、適正配置推進ロードマップ

■統合の検討の進め方
　令和4（2022）年度に教育委員会の附属機関である学区等審議会を立ち上げ、
通学区域の再編成や学校の再配置について意見を求めます。
　統合の方針が適切か検討して審議会から答申をいただく予定です。

■再編方針

※「統合」と表記している年度の４月の統合を目指します。
※部活動を持続可能な運営体制とするため、中学校の再編を先行します。
※原則、児童生徒数の多い学校へ統合を予定しています。

　教育委員会は、柏崎の将来を担う子どもたちにとって望ましい教育環境を確保するため、適正な学校規模や学
区の在り方を検討しました。その再編方針を市民の皆さんにお示しします。今後のことを一緒に考えていきま
しょう。

▼市立小・中学校適正規模、適正配置推進ロードマップ（抜粋）

学区等審議会の委員を募集

詳細は、18ページを
ご覧ください。

小・中学校とも、
急激な変更は好ま
しくないため「1
学年1学級編制も
できる」ものとし
ます。

■中学校
◇適正規模
クラス替えが可能で、多種多様な教育
課程が編制できる「1学年平均3学級と
する9学級以上」とする
◇適正配置
現在の11校を段階的に統合し、最終的
には6校とする

■小学校
◇適正規模
クラス替えが可能な「1学年2学級
を下限とする12学級以上」とする
◇適正配置
中学校区と連動したグループ内で
の統合とする

統合
北鯖石
田尻
鯖石
高柳
北条
槇原
日吉
中通
二田
内郷
大洲
剣野
鯨波
米山
枇杷島
半田
新道
比角
柏崎
荒浜
合計

南
第二
第一
松浜
合計

101
268
210
108
1,857

68
229
153
95

1,567

東

第五

瑞穂

西山

第三

鏡が沖

北条

266

30

184

107

165

71

251 206

288 272

44 38

270

103
408
39
7
81
173
132
33
95
53
70
329
28
16
251
316
148
468
328
191
3,269

92
389

52

69
172
119
33
85
55
63
305
34
11
241
320
127
465
290
176
3,098

中学校 小学校令和6（2024）年度
生徒の見込み数（人）

令和12（2030）年度
生徒の見込み数（人）

令和6（2024）年度
児童の見込み数（人）

令和8（2026）年度
児童の見込み数（人）

統合 統合

統合

統合

統合

統合

統合
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市役所に行かずに 24 時間いつでも申請できる 

オンライン申請を大幅拡充！
問企画政策課　☎21・2321　℻22・5904

1 月から、マイナンバーカードを使ったオンライン申請が 31 手続きに増えました。
スマートフォンやパソコンから 24 時間いつでも申請できます。

▶オンライン申請時に必要なもの
　●マイナンバーカード
　●対応スマートフォンまたはパソコン（IC カードリーダライタが必要）

■ U・I ターン促進住宅支援事業補助金
　（賃貸住宅家賃補助制度）
■ウェルカム柏崎ライフ応援事業補助金
　（奨学金返還補助制度）
■U・I ターン住宅取得助成金
■U・I ターン新生活応援補助金

移住・定住関連

マイナンバーカードがあれば

マイナンバーカードを使って

新型コロナウイルス感染症関連 子育て関連

介護保険関連

■児童手当等の現況届
■保育施設等の利用に係る現況届
■妊娠届出書兼妊産婦医療費受給者証交付申請
など 15 手続き

■要介護・要支援認定の申請
■要介護・要支援更新認定の申請
■居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請
など 11 手続き

▶コンビニ交付ができる証明書
　●住民票の写し
　　（世帯の全部または一部）
　●印鑑登録証明書
　　（ご自身のものに限る）

▶利用時間
　    6：30 ～ 23：00
（12/29 ～ 1/3 は交付できません）

コンビニでも証明書を取得できます
マイナンバーカードの取得方法

「個人番号カード交付申請書」を準備し、マイナ
ンバーカード交付申請サイトでご確認ください。
　

「個人番号カード交付申請書」
がお手元にない場合は、市民課

（☎21・2200　℻21・2528）へ
お問い合わせください。
　
　

◀「個人番号カード交付申請書」

コンビニ交付サービスの
詳細はこちら
　

■新型コロナウイルス感染症
　予防接種証明書交付申請

オンライン申請できる手続き

手続きの一覧など
詳細はこちら
　

マイナンバーカード
交付申請の詳細はこちら

市HP

マイナンバーカード
総合サイト

市HP

※マイナンバーカードの取得方法が分からない場合は、
　市役所内特設ブースにお越しください。9　広報かしわざき　2022.2



地
域
に
恩
返
し
し
た
い

 

元
気
な
う
ち
に
、
地
域
に
恩
返
し
が
し

た
い
と
思
い
、
引
き
受
け
ま
し
た
。
地
域

の
こ
と
が
よ
く
分
か
る
し
、
勉
強
に
な
り

ま
す
。
お
せ
っ
か
い
な
私
の
性
格
も
民
生

委
員
に
向
い
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
地
域
の
方
が
顔
を
覚
え
て
く
れ
て
、

明
る
く
声
を
掛
け
て
く
れ
る
の
が
う
れ
し

い
で
す
。
ま
ち
を
、
ま
す
ま
す
好
き
に
な

り
ま
し
た
。

地
震
で
、
人
の
や
さ
し
さ
と

地
域
の
力
強
さ
に
感
動
し
た

 

一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
中
越
沖

地
震
で
す
。
多
く
の
方
が
被
災
し
、
水

も
、
ガ
ス
も
、
電
気
も
な
い
中
「
大
丈

夫
、
私
が
み
る
か
ら
」
と
困
っ
て
い
る
方

を
支
え
る
姿
が
あ
り
ま
し
た
。
人
の
温
か

さ
、
地
域
の
力
強
さ
に
感
動
し
た
の
を
覚

え
て
い
ま
す
。

よ
く
学
び
、
挑
戦
す
る
こ
と

を
大
切
に
し
て
い
る

 

い
ざ
と
い
う
時
、
知
識
の
有
無
で
対
応

が
違
っ
て
く
る
の
で
、
日
頃
か
ら
学
び
、

挑
戦
す
る
こ
と
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。
講

演
会
や
研
修
会
で
は
、
講
師
の
言
葉
に
感

銘
を
受
け
、
涙
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

学
ん
だ
こ
と
は
、
将
来
自
分
が
困
っ
た
と

き
に
も
、
絶
対
役
に
立
ち
ま
す
よ
。

明
る
く
、
楽
し
く
活
動
し
た
い

　
活
動
す
る
と
き
は
、
明
る
く
、
楽
し

く
、
い
き
い
き
と
振
る
舞
う
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。
私
の
姿
を
見
て
「
楽
し
そ
う
だ

か
ら
、
民
生
委
員
や
っ
て
み
る
」
と
言
っ

て
く
れ
た
委
員
が
い
ま
し
た
。
か
っ
こ
い

い
先
輩
で
あ
り
た
い
で
す
。

笑
顔
に
出
会
え
る
す
て
き
な
仕
事

 

高
齢
者
の
お
宅
を
訪
問
す
る
と
、
元
気

を
も
ら
っ
た
り
、
大
切
な
こ
と
を
教
え
て

も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
お

話
を
聞
い
て
い
る
と
楽
し
い
し
、
す
て
き

な
笑
顔
を
見
せ
て
く
れ
る
の
が
何
よ
り
う

れ
し
い
で
す
ね
。

こ
の
ま
ち
に
、

ず
っ
と
幸
せ
に
暮

ら
し
続
け
て
い
け

る
よ
う
に
、
一
緒

に
活
動
し
て
く
れ

る
方
が
増
え
る
と

う
れ
し
い
で
す
。

地域のために一緒に活動しませんか？

民生委員・児童委員
　民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手として、困りごとを抱える方の相談に乗り、支援が必要な方を
適切な機関につなぐ大切な役割を担っています。
　今年は、民生委員・児童委員の改選の年です。近年は、委員の担い手不足が課題になっています。あなたも一
緒に活動しませんか。

コミセンと連携し、高齢
者の見守りを兼ねて、お
弁当を宅配しています。
地元小学生の手紙が添え
られたお弁当を手に、会
話が弾みます。

高齢者向け事業の説明を受け「どのような支援を
受けられるか」などの質問が飛び交います。

研修で知識を深める

町内会と連携した児童の見守り活動。子どもたちの
笑顔に元気をもらっています。

一
緒
に
活
動
し
ま
し
ょ
う
！

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の

委
嘱
を
受
け
た
非
常
勤
の
公
務
員
で
す
。

　
地
域
の
一
員
と
し
て
活
動
し
、
住
民
の
皆
さ
ん

の
笑
顔
に
出
会
え
る
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
で

す
。
興
味
の
あ
る
方
は
、
お
住
ま
い
の
町
内
会
長

ま
た
は
福
祉
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
改
選
後
の

委
員
の
任
期
は
、
令
和
４
（
２
０
２
２
）
年
12
月

１
日
〜
令
和
７
（
２
０
２
５
）
年
11
月
30
日
の
３

年
間
で
す
。

問福祉課
　☎41・5650
　℻21・1315

柏崎市の委員の現況（令和 4（2022）年 2月 1日現在）

性別 年代別（平均年齢 67.9 歳）

　民
生
委
員
・
児
童
委
員
は
、
市
内
を
12
の

区
域
に
分
け
た
地
区
ご
と
に
設
置
す
る
「
民

生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
（
民
児
協
）」
に
所

属
し
、
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
委
員
活
動
の
中
で
、
時
に
は
迷
っ
た
り
、

悩
ん
だ
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
民
児
協
は
、
困
難
な
課
題
の
支
援
方
法
を

検
討
し
た
り
、
各
種
研
修
会
を
開
い
た
り
、

毎
月
定
例
会
を
開
催
し
て
委
員
同
士
の
連
携

を
図
る
な
ど
、
個
々
の
委
員
活
動
を
支
え
る

大
切
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
研
修
会
や

視
察
研
修
な
ど
は
、
知
識
の
習
得
と
仲
間
づ

く
り
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　
民
児
協
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
皆

さ
ん
が
安
心
し
て
活

動
す
る
た
め
の
「
学

び
と
交
流
の
場
」
で

あ
り
、
組
織
と
し
て

委
員
個
人
を
支
え
る

存
在
で
す
。

関係機関と情報共有し、

必要な支援につなげます

日頃の活動が
大切な「気付き」につながります

高齢者のお宅などを訪問し、
お話をお聴きします

つなぐ

聴く

気付く

仲間と交流（視察研修）

民生委員児童委員協議会
（民児協）って何？

民生委員児童委員協議会地区会長の皆さん

　幅広い年代の方が活動することが望ましいですが、60・70 代が 9 割
を超えており、偏りがあります。また、男性委員が少ないのも悩みです。

女性127人
（61.7%）

男性79人
（38.3%）

70代
（44.2%）

40代（1.9%）
50代
（7.8%）

60代
（46.1%）

interview
このまちを、もっと好きになりました

委員の学びと交流の場

地域で活躍する
民生委員地区会長が語る！
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民生委員児童委員協議会地区会長の皆さん

　幅広い年代の方が活動することが望ましいですが、60・70 代が 9 割
を超えており、偏りがあります。また、男性委員が少ないのも悩みです。

女性127人
（61.7%）

男性79人
（38.3%）

70代
（44.2%）

40代（1.9%）
50代
（7.8%）

60代
（46.1%）

interview
このまちを、もっと好きになりました

委員の学びと交流の場

地域で活躍する
民生委員地区会長が語る！
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■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後
発
医
薬

品
）
は
、
最
初
に
開
発
さ
れ
た
薬
（
先

発
医
薬
品
）
の
特
許
期
間
が
終
わ
っ
た

あ
と
に
、
他
の
メ
ー
カ
ー
か
ら
販
売
さ

れ
る
も
の
で
す
。

　
先
発
医
薬
品
と
同
じ
有
効
成
分
を
同

じ
量
含
み
、
同
じ
効
果
・
効
能
を
持
つ

安
価
な
医
薬
品
で
す
。

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
る
と
薬

代
が
安
く
な
る
の
？

Ａ
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
安
く
な
り
ま
す
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
先
発
医
薬
品

よ
り
も
少
な
い
費
用
で
開
発
で
き
る
た

め
で
す
。

Ｑ
同
じ
薬
で
も

　
色
や
形
が
違
う
の
は
ど
う
し
て
？

Ａ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
中
に
は
、
先

発
医
薬
品
と
有
効
成
分
は
同
じ
で
も
、

味
や
に
お
い
、
大
き
さ
な
ど
を
改
善
し

た
り
、
保
存
性
を
よ
く
し
た
り
す
る
な

ど
、
工
夫
さ
れ
た
製
品
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
先
発
医
薬
品
と
色
や
形
な

ど
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
１
つ
の
先
発
医
薬
品
に
対
し
、
い

く
つ
も
の
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
発

売
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
医

師
や
薬
剤
師
と
相
談
の
上
、
薬
を
選
ぶ

こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ
有
効
性
や
安
全
性
は
大
丈
夫
？

Ａ
大
丈
夫
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
試
験
が
行

わ
れ
、
国
か
ら
の
認
可
を
受
け
た
上
で

販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
た
い
場

合
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？

Ａ
ま
ず
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤

師
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

※
全
て
の
薬
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
治
療

内
容
に
よ
っ
て
は
適
さ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。

Ｑ
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
る
の
は

不
安
が
あ
り
ま
す

Ａ
ま
ず
は
「
お
試
し
調
剤
」
を
利
用
し
ま

し
ょ
う
。

 

お
試
し
調
剤
は
、
短
期
間
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
を
調
剤
し
て
も
ら
う
制
度
で

す
。
体
調
の
変
化
や
副
作
用
が
あ
っ
た

場
合
は
、
元
の
薬
に
戻
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
の
利
用

促
進
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

高
齢
者
人
口
の
増
加
や
医
療
を
取
り
巻

く
環
境
の
変
化
に
よ
り
、
医
療
費
は
年
々

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
医
療
費
の
高
騰

を
抑
え
、
医
療
保
険
制
度
を
維
持
す
る
た

め
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
積
極
的
に

活
用
し
ま
し
ょ
う
。

参
考
：
新
潟
県
医
務
薬
事
課
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

         

ク
医
薬
品
啓
発
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

薬
代
が
安
く
な
る

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を

利
用
し
ま
し
ょ
う

問
国
保
医
療
課

　
☎
21
・
２
２
１
０

　
℻
24
・
７
７
１
４
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理学療法とは、運動機能が低下した人に運動
機能の維持・改善を目的に、運動や温熱・電
気刺激を用いて治療を行う仕事です。

理学療法士ってどんな仕事？Q

問国保医療課　☎43・9141　℻24・7714

独立行政法人国立病院機構新潟病院で働く理学
療法士の倉本堅悟さんに仕事内容、やりがいな
どをインタビューしました。

理学療法士って
どんなお仕事？

File_08

理学療法士と作業療法士の違いは？Q
理学療法士は、寝返りや起き上がりから歩行
などの基本的な動作の治療を行い、作業療法
士は家事や食事などの生活活動について治療
を行います。

やりがいや魅力は？Q

どのような人が向いている？Q

患者さんの希望に少しでも近づけるた
め助力し、役に立てるように考えるこ
とです。患者さんの希望に少しでも応
えられたときは達成感があります。

身体の構造に興味がある方やヒトの動きを観察して特徴をつかむこ
とが得意な方も向いていると思います。理学療法士の就職先は病院
だけでなく、福祉や行政関係・スポーツ関係もあります。

▶インタビュー詳細
　｢KASHIWAZAKI　LIFE  BLOG｣HP

倉本堅悟さん
東京都出身・柏崎市在住。
理学療法士になった経緯
大学３年生で進路を悩んで
いた際、理学療法士の専門
学校に通う知人から話を聞
いたことがきっかけ。

▶
運
動
療
法
中

　の
様
子

▶内容…スノーテニス、チューブボブスレーなどが楽しめます。
※積雪や天候状況により内容や場所を変更する場合があります。
※詳細は、こども自然王国ホームページまたは電話でご確認ください。
▶とき…3/6 ㈰
▶ところ…高柳ガルルのスキー場
問こども自然王国  ☎41・3355　℻41・3515

スキー場感謝祭

▶内容…ミニかまくらや雪灯籠、キャンドルで冬の一夜を幻想的に演出
します。

※悪天候により中止になる場合があります。また、例年行っている飲食
の提供は行いません。

▶とき…２/26 ㈯の 18：00 ～ 20：00
▶ところ…野田コミセン
▶駐車場…㈱五十嵐電機駐車場
　（会場斜め向かい）
問野田コミセン　☎℻29・2179

かまくらキャンドルフェスタ
雪を楽しむ

イベント情報

中止
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